
 

 
奈良県中小企業生産性向上支援補助金 

公募要領 
  
○○○○申請期間申請期間申請期間申請期間 
令和令和令和令和７７７７年年年年２２２２月月月月１０１０１０１０日（日（日（日（月月月月））））１７時１７時１７時１７時までまでまでまで（必着）（必着）（必着）（必着）    
※ ただし、申請総額が予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終

了いたしますので、あらかじめご了承ください。 
※ 期間中に先着順で審査等を行います。 
※ 受付期間内に、原則「奈良スーパーアプリ原則「奈良スーパーアプリ原則「奈良スーパーアプリ原則「奈良スーパーアプリ」」」」のののの電子申請機能電子申請機能電子申請機能電子申請機能に

より提出してください。 
  
○申請・問い合わせ先○申請・問い合わせ先○申請・問い合わせ先○申請・問い合わせ先 
奈良県奈良県奈良県奈良県    産業部産業部産業部産業部    経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    経営力向上係経営力向上係経営力向上係経営力向上係    
〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０ 

ＴＥＬ 
０７４２－２７－８１３１ 
（平日８時３０分～１７時００分 

土日祝・年末年始を除く。） 
※ 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。 

ＦＡＸ ０７４２－２３－１３９６ 
交付要綱、公募要領及び様式は、 
下記の県ホームページからダウンロードすることができます。 
https://www.pref.nara.jp/66769.htm                     
（ホームページ掲載箇所） 
県庁ホームページ⇒組織からさがす 
⇒本庁 産業部 経営支援課 
⇒創業・経営分野⇒中小企業生産性向上支援事業 
    

令和６年１１月１８日版 
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※ 奈良県中小企業生産性向上支援補助金については、奈良県中小企業生産性向上支援補
助金交付要綱（以下「県交付要綱」という。）のほか、本公募要領をご確認のうえ、
申請等を行ってください。 

 
１ 事業の目的  

「奈良県中小企業生産性向上支援補助金」は、物価高騰と人手不足に悩む中小企業等に
対し省力化を支援するため、IoT、ロボットなど人手不足解消に効果がある設備投資に対
する国の「中小企業省力化投資補助事業」（以下「国補助金」という。）に上乗せ支援す
ることにより、中小企業等の賃上げ及び省力化を促進し、人手不足改善、生産性向上につ
なげることを目的としています。 

 
２  補助対象者  

本事業の補助対象者は、次の（１）の①から⑤のすべての要件に当てはまる者とします。 
(1) 対象者の要件 

① 国補助金の「中小企業省力化投資補助金交付規程」（令和６年６月２４日規程令６第４
号改正規程令６第１１号）の別紙１に該当する事業者（以下「中小企業等」という。）
であること。 

② 奈良県内に事業所があること。 
③ 令和７年１月３１日までに国補助金の交付決定を受けて省力化製品を導入し、かつ、同

日までに国補助金の額の確定通知を受けていること。 
④ 県交付要綱第５条の規定による交付申請及び実績報告における直近１か月分の給与支

給額を、令和６年３月と比べて２．５％以上増加させること。この場合における給与支
給額は、全従業員（非常勤の従業員を含む。）に支払った給与（所定内給与をいい、賞
与、福利厚生費、法定福利費及び退職金を除く。）をいい、役員報酬等を除く。 

⑤ 脱炭素・水素社会実現に向けた啓発セミナー等に参加していること。 
  ※①～⑤の詳細は以下をご確認ください。 
 
①①①① 国補助金国補助金国補助金国補助金「中小企業省力化投資補助金交付規程」「中小企業省力化投資補助金交付規程」「中小企業省力化投資補助金交付規程」「中小企業省力化投資補助金交付規程」（令和６年６月２４日規程令６第（令和６年６月２４日規程令６第（令和６年６月２４日規程令６第（令和６年６月２４日規程令６第

４号改正規程令６第１１号）４号改正規程令６第１１号）４号改正規程令６第１１号）４号改正規程令６第１１号）の別紙１に該当する事業者（以下「中小企業等」といの別紙１に該当する事業者（以下「中小企業等」といの別紙１に該当する事業者（以下「中小企業等」といの別紙１に該当する事業者（以下「中小企業等」とい
う。）であること。う。）であること。う。）であること。う。）であること。    
国補助金の補助対象者であることが要件となります。 
詳しくは、国補助金ＨＰ掲載の「中小企業省力化投資補助金交付規程」の別紙１を
ご確認ください。 
国補助金「中小企業省力化投資補助金交付規程」の別紙１ ＨＰ：https://shoryokuka.smrj.go.jp/download/ 
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②②②② 奈良奈良奈良奈良県内県内県内県内に事業所があること。に事業所があること。に事業所があること。に事業所があること。    

「事業所」とは、本社、支社等の事務所、営業所、工場、店舗等をいい、それらの
いずれかが県内に所在し、当該事業所において、事業活動が行われている必要があ
ります。 
県内に事業所を有し、県内の事業所で省力化製品（※）を導入する必要がありま
す。 
・補助対象となる例 
 ○県外に本社のある企業が、県内の事業所に省力化製品を導入する。 
  （県内の事業所に導入した省力化製品のみが補助の対象となります。） 
・補助対象とならない例 
 ×県内に本社のある企業が、県外の事業所のみに省力化製品を導入する。 

（※）省力化製品とは国補助金の対象となるカタログに登録された汎用製品 
    
③③③③ 令和７年１月３１日までに国補助金の交付決定を受け令和７年１月３１日までに国補助金の交付決定を受け令和７年１月３１日までに国補助金の交付決定を受け令和７年１月３１日までに国補助金の交付決定を受けてててて省力化製品を導入し、省力化製品を導入し、省力化製品を導入し、省力化製品を導入し、かかかか

つ、同日までに国補助金のつ、同日までに国補助金のつ、同日までに国補助金のつ、同日までに国補助金の額の確定通知を受けていること。額の確定通知を受けていること。額の確定通知を受けていること。額の確定通知を受けていること。    
    
④④④④ 県交付要綱第５条の規定による交付申請及び実績報告における直近１か月分の給与県交付要綱第５条の規定による交付申請及び実績報告における直近１か月分の給与県交付要綱第５条の規定による交付申請及び実績報告における直近１か月分の給与県交付要綱第５条の規定による交付申請及び実績報告における直近１か月分の給与

支給額を、令和６年３月と比べて２．５％以上増加させること。この場合における支給額を、令和６年３月と比べて２．５％以上増加させること。この場合における支給額を、令和６年３月と比べて２．５％以上増加させること。この場合における支給額を、令和６年３月と比べて２．５％以上増加させること。この場合における
給与支給額は、全従業員（非常勤の従業員を含む。）給与支給額は、全従業員（非常勤の従業員を含む。）給与支給額は、全従業員（非常勤の従業員を含む。）給与支給額は、全従業員（非常勤の従業員を含む。）（※）（※）（※）（※）に支払った給与（所定に支払った給与（所定に支払った給与（所定に支払った給与（所定
内給与をいい、賞与、福利厚生費、法定福利費及び退職金を除く。）をいい、役員内給与をいい、賞与、福利厚生費、法定福利費及び退職金を除く。）をいい、役員内給与をいい、賞与、福利厚生費、法定福利費及び退職金を除く。）をいい、役員内給与をいい、賞与、福利厚生費、法定福利費及び退職金を除く。）をいい、役員
報酬等を除く。報酬等を除く。報酬等を除く。報酬等を除く。    
所定内給与とは、所定外労働給与以外のものをいい、所定の労働時間を超える労

働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与（時間
外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等）は含まれません。 

【国補助金について】 
IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「製品カタ
ログ」から選択・導入することで、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには
賃上げにつなげることを目的とした補助金です。 
詳細はＨＰ等をご確認ください。 
 
＜連絡先＞ 

中小企業省力化投資補助事業コールセンター 
ナビダイヤル：0570-099-660 
IP電話等からの問い合わせ：03-4335-7595 
お問合せ時間：9:30～17:30／月～金（土・日・祝日除く） 
ＨＰ：https://shoryokuka.smrj.go.jp/ 
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給与支給額を増加させる時期は、令和６年４月１日から県の交付申請及び実績報

告（令和７年２月１０日）までの間です。 
 
（※）賃上げ前（令和６年３月）時点（以下「賃上げ前」という。）の賃金台帳

に記載のある全ての従業員（パートやアルバイト等を含む）を対象とします。ここ
でいう全ての従業員とは、賃上げ前の賃金台帳及び賃上げ後の賃金台帳の両方に記
載された者をいいます。ただし、次の①、②に当てはまる従業員は、対象外としま
す。 
① 賃上げ前後の賃金台帳において、賃金形態が変更となっている者（時給→日給な

ど） 
② その他賃上げ増加率算出の対象から除外することを知事が認める者 

 
対象となる従業員ひとりひとりについて給与支給額を２．５％以上増加したこと

を確認します。 
県外に本社のある企業が、奈良県内の事業所に省力化製品を導入する場合は、省

力化製品を導入する奈良県内の事業所の従業員のみの報告で構いません。 
県への交付申請及び実績報告時までの間のみ賃金を引き上げ、本報告以降に賃金

を引き下げることは認められません。 
 
⑤⑤⑤⑤ 脱炭素・水素社会実現に向けた啓発セミナー等に参加していること。脱炭素・水素社会実現に向けた啓発セミナー等に参加していること。脱炭素・水素社会実現に向けた啓発セミナー等に参加していること。脱炭素・水素社会実現に向けた啓発セミナー等に参加していること。    

     以下のいずれかのセミナーの参加を要件とします。 
   ・奈良県が実施する脱炭素や SDGs セミナー等への参加 

・国（環境省等）が実施する脱炭素セミナー等への参加 
・国または県が後援の民間が実施する脱炭素セミナー等への参加 
・上記に参加できずやむを得ない場合は、過去に開催された同内容の動画視聴も可能
とします。 

対象セミナーの例を県ホームページに掲載していますので、参考にしてください。 ＨＰ：https://www.pref.nara.jp/66820.htm 
 

(2) 対象外となる者 
次に掲げる者は、補助金の交付対象者となりません。 
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① 県税を滞納している者（※） 
② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る者 
③ 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の
措置期間中の者 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２
５号）等に基づく更生又は再生手続きを行っている者 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第
３条又は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成
員を役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者 

⑥ 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定する政治団体に該
当する者 

⑦ その他補助金を交付することが不適当であると知事が認める者 
※ 県税の納税状況について、担当部署に確認することがあります。 

 
３ 補助対象経費等  

本補助金の補助対象経費は、補助金の交付の対象となる事業者が事業を実施するのに要
する経費（国補助金の補助対象経費）であり、その補助率及び補助上限額については以下
の表のとおりとします。 

  従業員数 国補助金  奈良県中小企業生産性向上奈良県中小企業生産性向上奈良県中小企業生産性向上奈良県中小企業生産性向上    支援補助金支援補助金支援補助金支援補助金    補助率 補助上限額 （大幅な賃上げを行う場合） 補助率補助率補助率補助率    補助上限額補助上限額補助上限額補助上限額    ※※※※    補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費    5人以下   1/2以下 200万円 （300万円）     国補助金国補助金国補助金国補助金    額の確定額額の確定額額の確定額額の確定額のののの    1/21/21/21/2以下以下以下以下    100100100100万円万円万円万円    （（（（150150150150万円）万円）万円）万円）        国補助金の国補助金の国補助金の国補助金の    補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費        6～20人 500万円 （750万円）     200200200200万円万円万円万円    （（（（200200200200万円）万円）万円）万円）    21人以上 1,000万円 （1,500万円） 
※国補助金において「大幅な賃上げを行う場合」に該当し、（ ）内の補助上限が適用さ
れた場合は、県補助金においても（ ）内の補助上限額を適用します。 

 
国補助金の交付の対象について、 
詳しくは、国補助金ＨＰ掲載の「中小企業省力化投資補助事業 公募要領」の「2-2.補
助対象経費」をご確認ください。 
「中小企業省力化投資補助事業 公募要領」 ＨＰ：https://shoryokuka.smrj.go.jp/download/ 
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４ 申請手続  
【申請の流れ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) スケジュール 

受付期間 令和７年２月１０日（月）１７時まで（必着） 交付決定及び 額の確定 期間中に先着順で審査等を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（県）中小企業生産性向上第1回 支援補助金7月 申請〆切（19日）8月 受付開始（9日）採択決定9月10月 採択決定（随時）11月12月 採択決定（随時）1月2月 2/10申請〆3月 県より補助金交付決定・支払

（国）中小企業省力化投資補助金随時
令和６年度 国補助金の額の確定通知を受けて、県補助金へ申請

納品実績報告額の確定 納品実績報告額の確定 納品実績報告額の確定1/31までに国補助金の額の確定通知を受けていること

                

申請事業者申請事業者申請事業者申請事業者（（（（中小企業等中小企業等中小企業等中小企業等））））
    

県県県県

    

国国国国（中小企業省力化投資補助金） 

①国補助金の交付申請 ②国補助金交付決定 ③国補助金の実績報告 ④国補助金の額確定通知 ⑤⑤⑤⑤県補助金の交付申請県補助金の交付申請県補助金の交付申請県補助金の交付申請及び実績報告及び実績報告及び実績報告及び実績報告    令和令和令和令和 7777 年年年年 2222 月月月月 10101010 日〆日〆日〆日〆    ⑥県補助金の⑥県補助金の⑥県補助金の⑥県補助金の額確定通知額確定通知額確定通知額確定通知    ⑦⑦⑦⑦県補助金の請求県補助金の請求県補助金の請求県補助金の請求    ⑧⑧⑧⑧県補助金の県補助金の県補助金の県補助金の交付交付交付交付    
省力化製品の導入 
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(2) 問合せ窓口 

名 称 奈良県 産業部 経営支援課 経営力向上係 
住 所 〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０ 

ホームページ https://www.pref.nara.jp/66769.htm 
電 話 ０７４２－２７－８１３１ 

平日８時３０分～１７時００分、土日祝・年末年始を除く。 
 
(3) 申請書類の提出方法 

受付期間内に、原則「奈良スーパーアプリ」の電子申請機能により提出してください。 
詳しくは、別紙「奈良県中小企業生産性向上支援補助金 奈良スーパーアプリ申請マニュアル 
」をご覧ください。 
なお、提出が「奈良スーパーアプリ」の電子申請により難い場合は、郵送による提出も
可能とします。 
 

(4) 交付申請及び実績報告の提出書類 
提出書類 注意事項 

奈良県中小企業生産性向上支援補助金交付
申請書及び実績報告書【第１号様式】 

様式はＨＰよりダウンロードしてください。 
押印を省略しています。そのため、本人確認の
ため記載の問合せ先にご連絡させていただく
ことがあります。 
本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る
仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税
及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和
６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに
係る消費税額として控除できる部分の金額及
び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２
６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて
得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額
をいう。）を減額して申請・報告してください。
ただし、申請・報告時において消費税及び地方
消費税に係る仕入控除税額が明らかでないも
のについては、この限りではありません。 

国補助金にかかる書類の写し 
・交付申請書類 
・交付決定通知 
・実績報告書類 
・額の確定通知 
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誓約書【第２号様式】 様式はＨＰよりダウンロードしてください。 
賃金増加率計算表【第３号様式】 様式はＨＰよりダウンロードしてください。 
賃金増加率計算表対象外従業員一覧 
【第４号様式】 

様式はＨＰよりダウンロードしてください。 

賃上げ前（令和６年３月）１か月分の賃
金台帳の写し 

 

県への交付申請及び実績報告時における
直近１か月分の賃金台帳の写し 

 

脱炭素・水素社会実現に向けた啓発セミ
ナー等参加報告書【第５号様式】 

様式はＨＰよりダウンロードしてください。 

脱炭素・水素社会実現に向けた啓発セミ
ナー等への参加を証する書類 

参加されたセミナーの参加証、次第、プロ
グラムなど参加を証する書類、またはセミ
ナーの内容が分かる書類を提出してくださ
い。 

口座振替申出書兼相手方登録依頼書 様式はＨＰよりダウンロードしてください。 
その他知事が必要と認める書類 必要に応じて書類をご提出いただく場合が

あります。 
奈良スーパーアプリでアップロード可能なファイル形式は、エクセル（xls、xlsx）、ワード
（doc、docx）、パワーポイント（ppt、pptx）、PDF（pdf）、画像（jpg、jpeg、png）、テキ
スト（txt）です。 

 
(5) 交付決定及び額の確定 
提出された申請書類を審査の上、交付決定及び額の確定を行います。 
提出提出提出提出内容及び提出書類に不備がないことを県が確認した時点で受理となり、内容及び提出書類に不備がないことを県が確認した時点で受理となり、内容及び提出書類に不備がないことを県が確認した時点で受理となり、内容及び提出書類に不備がないことを県が確認した時点で受理となり、提出提出提出提出書類書類書類書類をををを
受理してから交付決定受理してから交付決定受理してから交付決定受理してから交付決定及び額の確定及び額の確定及び額の確定及び額の確定通知まで、通常１か月程度を要します。通知まで、通常１か月程度を要します。通知まで、通常１か月程度を要します。通知まで、通常１か月程度を要します。 
提出書類の内容について、電話やメール等で問い合わせる場合があります。 

 
(6) 補助金の交付請求について 

(5)により通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、「請求書」
（第７号様式）を知事に提出してください。 

 
５ 重要説明事項  
(1) 実地調査について 

補助事業の完了後に、県が実施調査を行うことがありますので、ご協力をお願いしま
す。 

(2) 関係書類の整理・保存について 
補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、か
つ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間
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保存しなければなりません。 
(3) 補助事業者が遵守しなければならない補助条件について 

・国補助金によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「財産」という。）であって一
件当たり５０万円以上のものは、知事の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使
用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保の用に供してはなりません。ただし、減価償却資
産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という 。）
に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間
を経過している場合はこの限りではありません。 

・財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後において
も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率
的な運用を図ってください。 

・知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合であって、知事が必要
と認めるときは、その収入の全部又は一部を県に納付することとなります。 

・補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消
費税等仕入れ控除額が確定したときは、その金額（当該補助金に係る消費税等仕入控除税
額が明らかになり補助金額から減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金
額）を速やかに知事に報告するとともに、当該金額を返還することとなります。 

(4) 交付決定の取消しについて 
補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り
消す場合があります。また取消した場合には、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付し
た補助金を返還していただくこととなります。 
・知事が別に定める期日までに補助金が請求されなかったとき。 
・国補助金が何らかの事由により支払われなかったとき。 
・国補助金の交付決定の取り消し等があったとき。 
・県交付要綱第８条の規定により知事の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、
若しくは妨げたとき。 

・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 
(5) 国補助金の返還等について 

補助事業者は、次のいずれかによる国補助金の返還又は国補助金相当額の納付を行ったと
きは、奈良県中小企業生産性向上支援補助金返還等届出書（第８号様式）により、速やかに
報告してください。また本報告があった場合は、この補助金の全部又は一部を返還していた
だくこととなります。 
・消費税等仕入控除税額の確定に伴う国補助金の返還 
・国の交付決定の取り消し等に伴う国補助金の返還 
・取得財産の処分に伴う国補助金の返還 
・取得財産等の処分に伴う収入の納付に伴う国補助金相当額の納付 
・収益納付に伴う国補助金相当額の納付 


